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第５章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画の推進 
 

（１）計画の周知 

本計画を推進していくためには、市民一人ひとりが自殺対策の重要性を理解することが必要

です。ホームページへの掲載や計画概要版の配布を通して、本計画の市民への周知を行います。 

 

（２）計画の推進体制 

「刈谷市自殺対策計画推進委員会」において、関係課と関係団体等が連携・協働し、総合

的に自殺対策を推進します。 

 

 

２ 計画の進捗管理 
 

各事業の実施状況や数値目標については、ＰＤＣＡサイクルによる適切な進捗管理を行いま

す。年度ごとに各事業の進捗状況について把握・評価・検証を行い、必要に応じて見直しを行い

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
本市の現状や自殺総合対策大綱、 

国・愛知県の動向等を踏まえ、 

計画を策定する（計画期間は５年）。 

Ｐ ｌａｎ（計画） 

 
 評価・検証した内容を踏まえ、 

必要に応じて次年度の 

 事業に反映する。 

Ａ ｃｔｉｏｎ（見直し） 

  計画の内容を踏まえ、 

 事業を実施する。 

Ｄ ｏ（実行） 

 施策や指標、目標等について、 

  評価・検証を行う。 

Ｃ ｈｅｃｋ（評価・検証） 

 刈谷市自殺対策計画推進委員会 


